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情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

1
66
◆

1
7
1
7

非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

11
月
1
日
採
用
予
定
の
非
常
勤

職
員
を
募
集
し
ま
す
。

非
常
勤
職
員
と
は
、
原
則
と
し

て
1
週
間
の
勤
務
時
間
が
35
時
間

以
内
で
一
般
事
務
な
ど
に
従
事
す

る
非
常
勤
の
職
員
で
、
雇
用
期
間

は
原
則
1
年
で
す
。
た
だ
し
、
期

間
延
長（
最
長
5
年
）す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

受
付
期
間　

9
月
15
日
㈯
〜
10
月

10
日
㈬

試
験
日　

10
月
13
日
㈯

応
募
資
格　

15
歳
以
上
50
歳
未
満

（
平
成
19
年
4
月
1
日
現
在
）

の
方

報　

酬　

月
額
17
万
200
円

休　

日　

原
則
、
土
・
日
曜
日
、

祝
日
お
よ
び
年
末
年
始

募
集
人
員　

1
人

勤
務
内
容　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作

成
・
管
理
、
庶
務
事
務
な
ど

勤
務
時
間　

午
前
9
時
15
分
〜
午

後
5
時　

※
午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後
9
時

ま
で
の
間
で
別
に
定
め
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

応
募
方
法　

所
定
の
用
紙（
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
受
付

お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り

ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記
載

し
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン

タ
ー
（
〒
443-

０
０
３
４ 

港
町

17
番
17
号 

FAX 

66
◆

１
８
１
７

Ｅ
メ
ー
ルinfo@

nrc.gam
agor

i.aichi.jp

）へ
。

そ
の
他
の

情
報

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

児
童
手
当
と
特
例
給
付
の
10
月

期
支
払
分（
6
月
〜
9
月
分
）を
10

月
10
日
㈬
以
降
に
、
受
給
者
指
定

の
金
融
機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。

確
認
し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

長
寿
課
1
66
◆

1
1
0
5

在
宅
ね
た
き
り
老
人
等

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

蒲
郡
市
在
宅
ね
た
き
り
老
人
等

手
当
の
9
月
期
支
払
分（
4
月
〜

7
月
分
）を
9
月
25
日
㈫
以
降
に

受
給
者
指
定
の
金
融
機
関
に
振
り

込
み
ま
す
。
確
認
し
て
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

自
立
支
援
教
育
訓
練
給

付
金
が
変
わ
り
ま
す

母
子
家
庭
の
母
親
が
、
経
済
的

自
立
の
た
め
に
県
指
定
の
職
業
能

力
開
発
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
を
教

育
訓
練
終
了
後
に
支
給
し
て
い
ま

し
た
が
、
10
月
か
ら
そ
の
給
付
割

合
が
変
わ
り
ま
す
。

【
変
更
前
】

対
象
講
座
の
受
講
料
の
40
％
相

当
額（
上
限
20
万
円
、
下
限
8

千
円
）

　
　
　
　

←

【
変
更
後
】

20
％
相
当
額（
上
限
10
万
円
、

下
限
4
千
円
）に
変
更
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

戦
没
者
に
黙
と
う
を

蒲
郡
市
戦
没
者
追
悼
式
を
行
い

ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
所
で
戦
没
者
を
追
悼

し
、
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
の
黙

と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

と　

き　

10
月
4
日
㈭

午
前
10
時

と
こ
ろ　

市
民
会
館　

中
ホ
ー
ル

黙
と
う
時
刻　

午
前
10
時
10
分
か

ら
1
分
間

市
民
課
1
66
◆

1
1
0
9

印
か
ん
登
録
証
の
交
換
が

お
済
で
な
い
方
へ

紙
の
印
鑑
登
録
証
を
カ
ー
ド
タ

イ
プ
の
印
鑑
登
録
証
に
無
料
で
交

換
を
し
て
い
ま
す
。
カ
ー
ド
タ
イ
プ

の
印
鑑
登
録
証
は
、
暗
証
番
号
を

登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
交
付

機
で
窓
口
よ
り
安
い
料
金
で
簡
単
に

住
民
票
、
印
鑑
証
明
な
ど
の
交
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
紙
の
印
鑑
登
録
証（
薄
緑
色
の

手
帳
）

・
登
録
さ
れ
て
い
る
印
鑑

・
免
許
証
な
ど
の
写
真
付
き
身
分

証
明
書（
暗
証
番
号
登
録
す
る

場
合
）な
お
、
証
明
書
の
な
い

場
合
は
、
本
人
確
認
後
の
交
付

と
な
り
ま
す
の
で
、
後
日
、
来

庁
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
手
続
き
場
所
】

○
市
民
課
お
よ
び
各
出
張
所

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

分（
平
日
）

○
休
日
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所

庁
舎
西
側
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

※
自
動
交
付
機
は
、
市
役
所
と
情

報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
設
置
し
て

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
庁
・
開

館
時
間
に
稼
働
し
て
い
ま
す
。

お気軽にご相談ください 相談は無料。秘密厳守です。
名　称 と　き ところ 相談員 問合先

人 権 相 談
行 政 相 談
よろず相談

9月26日 水
午前10時～午後4時

市 民
相談室

松井慶彦
金澤佳子

市民課
☎66◆1110

10月3日 水
午前10時～午後4時

壁谷隆道
白川節子

10月10日 水
午前10時～午後4時

小林敏弘
金澤佳子

子 育 て
家 庭 相 談

毎週月～金曜日
午前9時30分～午後5時

家 庭
児 童
相談室

家 庭 児 童
相 談 員

家庭児童相談室
☎66◆1213

名　称 と　き ところ 相談員 問合先

法 律 相 談
（予約制）

10月3日水・10日水・
17日水

午後1時～4時
予約受付：10月3日は9
月25日火、10月10日は
10月1日月、10月17日
は10月9日火午前8時
30分からです。

市 民
相談室

弁 護 士 市民課
☎66◆1110

消費生活相談
毎週木曜日
（祝日は除く）

午前10時～午後4時30分
消費生活相談員 商工観光課

☎66◆1119

◎休日水道お客様センター 土・日・祝日（年始を除く）午前8時30分～午後5時15分　166◆1129
 水道料金などの収納、開閉栓の受付および開閉栓作業ができます。


